
 平成２３年度決算に基づき算定された日高川町の健全化判断比率及び資金不

足比率は、次のとおりです。実質公債費比率が、ピーク時の平成１９年度には

２３．９％に達していましたが、地方債の発行額を抑制するなど、公債費負担

の適正化に取り組んで来た結果、今年度におきまして地方債の許可団体となる

１８．０％を下回る１７．９％となりましたがさらに適正化に取り組んでいき

ます。 

 本年度、簡易水道事業特別会計において資金不足が発生しておりますが、災

害復旧に伴う特殊事情によるもので次年度には解消の見込みです。 

 

 

健全化判断比率                      （％） 

 ①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率 

日高川町 ― ― １７．９ ９８．１ 

早期健全化基準 （１４．２９） （１９．２９） （２５．０） {３５０．０} 

財政再生基準 （２０．００） （３０．００） （３５．０）  

 ※（ ）内は、早期健全化基準及び財政再生基準 

 ※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合は「－」表示 

 

 

資金不足比率                  （％） 

特別会計の名称 ⑤資金不足比率 備考 

簡易水道事業特別会計 １７．３％ 経営健全化基準 ２０％ 

下水道事業特別会計 ― 経営健全化基準 ２０％ 

 ※資金不足額がない場合は「－」表示 


